
事業系一般廃棄物の出し方

農業、会社、店舗、工場等の事業活動から出る「事業系ごみ」は、事業者が責任
を持って処理してください。（廃棄物の処理及び清掃に関する法律）
事業系ごみの収集を依頼する場合は、市のごみ収集運搬業許可業者（次ページ参
照）へ依頼してください。処理料金は、各業者にお問い合わせください。

種類別の出し方１

（１）持込先施設
持込先施設名 所在地 電話 受付日時

燃やすごみ
寿クリーンセンター 寿３丁目６－１ 24－2856 月曜日～土曜日

午前８時30分～
午後５時
（祝日・振替休日及び年
末年始は除きます。）

鳥越クリーンセンター 鳥越甲2818 47－1100

生ごみ 生ごみバイオガス発電センター 寿３丁目６－１ 24－2856

（２）持込方法と処理手数料
持込方法 処理手数料

燃やすごみ

透明または半透明の袋に入
れて、２トン以下の車で持ち
込んでください。
（段ボール箱での搬入禁止）

事業所用指定袋に入っている場合は、無料。
事業所用指定袋に入っていない場合は、
1,200円／100kg
100kgを超える場合は、10kgごとに120円を加算。

生ごみ
45ℓ以下の透明または半透
明の袋に入れて、４トン以下
の車で持ち込んでください。

800円／100kg
100kgを超える場合は、10kgごとに80円を加算。

「燃やすごみ」「生ごみ」の市の処理施設への持込方法2

種　類 出　し　方

燃やすごみ ①�市のごみ収集運搬業許可業者に収集を依頼してください。（次ページ参照）
②市の処理施設に持ち込むことができます。（下記２参照）
③�家庭ごみと同様のものに限り、「燃やすごみ」の事業所用指定袋に入れ
て、「それぞれの収集日」に町内のごみステーションに出すことができま
す。（次ページ参照）

生ごみ

燃やさないごみ
①�市のごみ収集運搬業許可業者に収集を依頼してください。（次ページ参照）
②�家庭ごみと同様のものに限り、「燃やさないごみ」の事業所用指定袋に
入れて、「それぞれの収集日」に町内のごみステーションに出すことがで
きます。（次ページ参照）

プラスチック
容器包装材

びん・缶・ペットボトル

新聞、雑誌・チラシ
（カタログ・パンフ
レット含む）、
段ボール

①�市のごみ収集運搬業許可業者に収集を依頼してください。（次ページ参照）
②�古紙回収業者に収集を依頼するか、古紙回収業者に持ち込んでくだ�
さい。

枝葉・草
①�市のごみ収集運搬業許可業者に収集を依頼してください。（次ページ参照）
②㈱ホーネンアグリ（飯塚1986）に事前に申込み、持ち込んでください。
　電話92－3890

このシールが
貼ってあるお店で
購入してください。

（一部の店では販売していない
場合があります。）

サイズ 販売価格�
(10枚入り)

大 2,550円

中 1,650円

事業所用指定袋

　中越清掃社は川口地域に限り収集できます。その他の業者は川口地域を除く市内全
地域の収集ができます。

業者名 所在地（所在地域） 電　話 FAX

㈲あけぼの清掃社 瓜生55番地３
� （三島地域） 42－2560 42－4911

㈱梅沢商店 稲保４丁目741番地13
� （長岡地域） 25－2276 25－2234

㈱加藤産業 下柳３丁目５番22号
� （長岡地域） 27－6770 27－8766

クリーンシステム㈱ 来迎寺甲2342番地５
� （越路地域） 92－2517 92－5102

㈲高橋清掃産業 和島中沢甲106番地
� （和島地域） 74－2433 74－2978

㈲中越清掃社（川口地域に限る） 川口牛ヶ島546番地１� （川口地域） 81－5670 82－2637

㈲寺泊トータルサービス 寺泊木島651番地１
� （寺泊地域）（0256）97－3993 （0256）98－5770

㈱栃尾清掃社 北荷頃2883番地5
� （栃尾地域） 53-5013 53-5013

㈲栃尾第一清掃社 谷内１丁目４番７号
� （栃尾地域） 53－5024 53－5024

㈱花園サービス 福道町354番地３
� （長岡地域） 29－1122 29－1962

㈱丸共 高見町3039番地５
� （長岡地域） 24－0700 25－2133

㈲丸發産業 与板町与板乙5290番地
� （与板地域） 72－2123 72－2774

㈱みつわ 中沢町1276番地１
� （長岡地域） 35－7362 35－9903

㈲山清コーポレーション 山古志虫亀3373番地１
� （山古志地域） 59－2304 59－2305

長岡市ごみ収集運搬業許可業者� 令和２年10月現在　五十音順

ごみステーションに出すときの注意事項
（１）あらかじめ、ごみステーション管理者（町内会長など）の承諾を得てください。
（２）�指定袋に入れて出せるごみは、汚れた紙等家庭ごみと同様のごみで、１回に出せる指

定袋の数は、２袋までです。
（３）�生ごみは、事業所用の燃やすごみ用指定袋に入れて、生ごみの収集日に出すことが

できます。
（４）指定袋に、事業所名を明記してください。

事業所名を明記
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